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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下に昇降する複数のスラット板を連結してなるシャッタカーテンと、該シャッタカー
テンを案内する左右一対のガイドレールと、該ガイドレールの上方に設けられ前記シャッ
タカーテンを巻き取り収納するシャッタケースと、を有するスライド式シャッタの補強構
造であって、
　前記一対のガイドレールのうち一方のガイドレールの上端に、一端が回転自在に取り付
けられるとともに、他端が開口した中空の長手形状のシャッタ補強基材と、
　該シャッタ補強基材の内部に挿入されて伸出及び縮退可能に構成される長さ調整部材と
、
　該長さ調整部材の先端に回転可能に連結されるとともに、、前記一対のガイドレールの
うち他方のガイドレールに案内される連結部材と、
　該連結部材の前記シャッタカーテン側の面に形成され、最も下側に位置するスラット板
に形成された環状の係止部に上側から挿入される逆Ｌ字状の鉤部と、
　を備え、
　前記連結部材は、前記スライド式シャッタの設置面に設けられた固定穴に固定可能であ
るとともに、前記シャッタケースに設けられた係止穴に係止可能な固定具を具備すること
を特徴とするスライド式シャッタの補強構造。
【請求項２】
　上下に昇降する複数のスラット板を連結してなるシャッタカーテンと、該シャッタカー



(2) JP 4456158 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

テンを案内する左右一対のガイドレールと、該ガイドレールの上方に設けられ前記シャッ
タカーテンを巻き取り収納するシャッタケースと、を有するスライド式シャッタの補強構
造であって、
　前記一対のガイドレールのうち一方のガイドレールの上端に、一端が回転自在に取り付
けられるとともに、他端が開口した中空の長手形状の第１の補強基材と、
　該第１の補強基材の内部に挿入される長手形状であって、前記第１の補強基材から伸出
及び縮退可能な第１の長さ調整部材と、
　前記一対のガイドレールのうち他方のガイドレールの上端に一端が回転自在に取り付け
られるとともに、他端が開口した中空の長手形状の第２の補強基材と、
　該第２の補強基材の内部に挿入される長手形状であって、前記第２の補強基材から伸出
及び縮退可能な第２の長さ調整部材と、
　前記第１の長さ調整部材の先端と前記第２の長さ調整部材の先端とを回転可能に連結し
前記スラット板の下端に着脱自在な連結部材と、を備え、
　前記連結部材は、前記スライド式シャッタの設置面に設けられた固定穴に固定可能であ
るとともに、前記シャッタケースに設けられた係止穴に係止可能な固定具を具備すること
を特徴とするスライド式シャッタの補強構造。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スライド式シャッタの補強構造に関し、詳しくは、スライド式シャッタのシ
ャッタカーテンの昇降動作に連動することができるスライド式シャッタの補強構造に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　建物の窓や出入口等の開口に設けられるスライド式シャッタとしては、例えば建物の開
口の両側部に設けられた一対のガイドレールに案内されて、前記開口を上下方向に開閉す
るシャッタカーテンを備えており、通常、建物の開口の上部にシャッタカーテンを巻取り
収納するシャッターケースを備えている。このようなスライド式シャッタにおいて、台風
等で強風が吹くと、風圧でシャッタカーテンが室内側に押されて大きく撓み、シャッタカ
ーテンを構成するスラット板が前記ガイドレールから脱落する場合や破損する場合があっ
た。
【０００３】
　このようなスライド式シャッタ１００の問題点を解消するために、例えば図１０に示す
ように、棒状の補強体１０１をシャッタカーテン１０２を構成するスラット板１０３に圧
接させて、該補強体１０１の両端をガイドレール１０４に固定したスライド式シャッタの
補強構造１０５が種々提案されている（例えば、特許文献１、特許文献２）。
【０００４】
　このような補強構造を用いることで、強風時においてもシャッタカーテン１０２が撓む
ことを抑制することができ、シャッタカーテン１０２の脱落や破損を防止することができ
る。
【０００５】
　ところで、スライド式シャッタ１００はバールなどを用いて人為的にガイドレール１０
４からスラット板１０３を外すこともできる。そして、ガイドレール１０４とシャッタカ
ーテン１０２の間から建物内に不正に侵入される虞がある。上述のスライド式シャッタの
補強構造１０５を取り付けた場合、スラット板１０３を取り外すことが困難になるので、
不正侵入の抑止にも効果がある。
【特許文献１】特開２００７－３１５０２２号公報
【特許文献２】特開２００７－２３７０１号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記した補強構造を用いたとしても、シャッタカーテン１０２を構成するスラ
ット板１０３のうち、補強体１０１近辺の一部がガイドレール１０４から取り外されるこ
とは抑制することができるものの、補強体１０１と離れた位置のスラット板１０３がガイ
ドレール１０４から取り外されることについては抑制することができない。そこで、スラ
イド式シャッタ１００の鍵付近のスラット板１０３をガイドレール１０４から取り外し、
建物内側から鍵を開錠して、不正に侵入される虞がある。
【０００７】
　また、上述の補強構造は、開閉作業のたびに補強体１０１を取付・取外しすることとな
るので、作業が煩雑となるとともに、スライド式シャッタ１００を閉鎖する時に取り付け
忘れる場合もある。
【０００８】
　そこで本発明は、建物への不正な侵入を抑制することができるとともに、簡単にシャッ
タの開閉作業を行うことができるスライド式シャッタの補強構造を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載のスライド式シャッタの補強構造は、上下
に昇降する複数のスラット板を連結してなるシャッタカーテンと、該シャッタカーテンを
案内する左右一対のガイドレールと、該ガイドレールの上方に設けられ前記シャッタカー
テンを巻き取り収納するシャッタケースと、を有するスライド式シャッタの補強構造であ
って、前記一対のガイドレールのうち一方のガイドレールの上端に、一端が回転自在に取
り付けられるとともに、他端が開口した中空の長手形状のシャッタ補強基材と、該シャッ
タ補強基材の内部に挿入されて伸出及び縮退可能に構成される長さ調整部材と、該長さ調
整部材の先端に回転可能に連結されるとともに、、前記一対のガイドレールのうち他方の
ガイドレールに案内される連結部材と、該連結部材の前記シャッタカーテン側の面に形成
され、最も下側に位置するスラット板に形成された環状の係止部に上側から挿入される逆
Ｌ字状の鉤部と、を備え、前記連結部材は、前記スライド式シャッタの設置面に設けられ
た固定穴に固定可能であるとともに、前記シャッタケースに設けられた係止穴に係止可能
な固定具を備えることを特徴としている。
 
【００１０】
　請求項２に記載のスライド式シャッタの補強構造は、上下に昇降する複数のスラット板
を連結してなるシャッタカーテンと、該シャッタカーテンを案内する左右一対のガイドレ
ールと、該ガイドレールの上方に設けられ前記シャッタカーテンを巻き取り収納するシャ
ッタケースと、を有するスライド式シャッタの補強構造であって、前記一対のガイドレー
ルのうち一方のガイドレールの上端に、一端が回転自在に取り付けられるとともに、他端
が開口した中空の長手形状の第１の補強基材と、該第１の補強基材の内部に挿入される長
手形状であって、前記第１の補強基材から伸出及び縮退可能な第１の長さ調整部材と、前
記一対のガイドレールのうち他方のガイドレールの上端に一端が回転自在に取り付けられ
るとともに、他端が開口した中空の長手形状の第２の補強基材と、該第２の補強基材の内
部に挿入される長手形状であって、前記第２の補強基材から伸出及び縮退可能な第２の長
さ調整部材と、前記第１の長さ調整部材の先端と前記第２の長さ調整部材の先端とを回転
可能に連結し前記スラット板の下端に着脱自在な連結部材と、を備え、前記連結部材は、
前記スライド式シャッタの設置面に設けられた固定穴に固定可能であるとともに、前記シ
ャッタケースに設けられた係止穴に係止可能な固定具を備えることを特徴としている。
 
【発明の効果】
【００１３】
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　本発明の請求項１に記載のスライド式シャッタの補強構造によると、左右一対のガイド
レールのうち一方のガイドレールの上端に一端が回転自在に取り付けられるとともに、他
端が開口した中空の長手形状の補強基材と、補強基材の内部に挿入されて伸出及び縮退可
能に構成される長さ調整部材と、長さ調整部材の先端に回転可能に連結され、他方のガイ
ドレールに案内されて上下にスライドするシャッタカーテンの下端に着脱可能な連結部材
と、を備えるので、シャッタカーテンを引き降ろしてスライド式シャッタを閉鎖すると、
補強基材の一端側は一方のガイドレールの上端に取り付けられた状態のまま、連結部材は
シャッタカーテンの降下に連動してガイドレールに沿って下方にスライドする。したがっ
て、補強基材及び長さ調整部材は、一方のガイドレールの上端から他方のガイドレールの
下端に斜め向きに架け渡されるので両ガイドレールの間に配置されているシャッタカーテ
ンを補強することができる。
【００１４】
　また、シャッタカーテンを引き上げてスライド式シャッタを開放すると、シャッタカー
テンの上昇に連動して連結部材もガイドレールに沿って上方にスライドする。したがって
、補強基材及び長さ調整部材は、両ガイドレールの上端に架け渡されるので建物の開口部
を塞ぐことなく開放することができる。このように、本発明のスライド式シャッタの補強
構造は、スライド式シャッタの閉鎖時に確実にシャッタカーテンを補強することができる
とともに、従来のスライド式シャッタの開閉動作と全く変わらない動作でスライド式シャ
ッタを開閉することができる。
【００１５】
　また、本発明の請求項２に記載のスライド式シャッタの補強構造は、一対のガイドレー
ルのうち一方のガイドレールの上端に、一端が回転自在に取り付けられるとともに、他端
が開口した中空の長手形状の第１の補強基材と、第１の補強基材の内部に挿入される長手
形状であって、第１の補強基材から伸出及び縮退可能な第１の長さ調整部材と、一対のガ
イドレールのうち他方のガイドレールの上端に一端が回転自在に取り付けられるとともに
、他端が開口した中空の長手形状の第２の補強基材と、第２の補強基材の内部に挿入され
る長手形状であって、第２の補強基材から伸出及び縮退可能な第２の長さ調整部材と、第
１の長さ調整部材の先端と第２の長さ調整部材の先端とを回転可能に連結し前記スラット
板の下端に着脱自在な連結部材と、を備えるので、上述した請求項１に記載のスライド式
シャッタの補強構造と同様に、従来のスライド式シャッタの開閉動作と全く変わらない動
作でスライド式シャッタを開閉することができる。特に、請求項２に記載のスライド式シ
ャッタの補強構造は、スライド式シャッタを閉鎖したときに、第１の補強基材及び第１の
長さ調整部材と、第２の補強基材及び第２の長さ調整部材と、が略Ｖ字に配置されること
となりシャッタカーテンをよりいっそう補強することができるので、シャッタカーテンの
幅方向の中間位置が撓みやすい幅広のスライド式シャッタにおいて好適に用いることがで
きる。
【００１６】
　また、請求項１及び請求項２に記載のスライド式シャッタの補強構造は、連結部材は、
スライド式シャッタの設置面に設けられた固定穴に固定可能な固定具を備えるので、スラ
イド式シャッタを閉鎖した状態で固定具を固定穴に固定することで、シャッタカーテンを
ロックすることができる。したがって、スライド式シャッタを設置した建物内部に不正な
侵入がなされることを抑制することができる。また、連結部材がスライド式シャッタの設
置面に固定されつつ、シャッタカーテンの下端にも係着されるので、シャッタカーテンの
撓みをよりいっそう抑制することができる。
 
【００１７】
　さらに、請求項１及び請求項２に記載のスライド式シャッタの補強構造は、連結部材に
設けられた固定具がシャッタケースに設けられた係止穴に係止可能であるので、連結部材
を上方に固定したままシャッタカーテンを引き下ろすことができる。このようにすると、
補強基材及び長さ調整部材は、両ガイドレールの上端に架け渡された状態のまま維持され
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、スライド式シャッタの開閉動作と連動しない。したがって、スライド式シャッタの開閉
に係る労力を少なくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に、本発明を実施するための第１の実施形態について、図面を参照しつつ説明する
。本実施形態のスライド式シャッタの補強構造１は、図１に示すように、複数のスラット
板３ａを連結してなるシャッタカーテン３と、このシャッタカーテン３を上下に案内する
左右一対のガイドレール４ａ，４ｂと、シャッタカーテン３を上方で巻取り収納するシャ
ッタケース５と、を有するスライド式シャッタ２と、一方のガイドレール４ａの上端部に
一端が回動可能に取り付けられるとともに他端が開口した中空長手形状の補強基材６と、
この補強基材６の内部に伸出及び縮退可能に挿入される長さ調整部材７と、この長さ調整
部材７の先端に回転可能に取り付けられ他方のガイドレール４ｂに案内されて上下にスラ
イドする連結部材８ａと、を備える。
【００１９】
　シャッタカーテン３は、図２（Ａ）に示すように、その上端がシャッタケース５の内部
に収納された巻取りシャフト９に連結しており、この巻取りシャフト９の回転動作によっ
て、シャッタケース５の内部に巻取り収納される。なお、本実施形態においては、建物開
口部を開くときに、例えばバネなどの弾性体を用いて巻取りシャフト９を回転させてスラ
ット板３ａを巻取る構成であって、建物開口部を閉めるときには先端にフックが設けられ
た図示しない引き降ろし棒を用いて作業者の人力でシャッタカーテン３を引き降ろす構成
を用いるが、本発明の実施形態はこれに限られるものではなく、例えは電力などの動力を
用いて巻取りシャフト９を回転させることでシャッタカーテン３を昇降させる構成を用い
ることもできる。
【００２０】
　また、シャッタカーテン３の最も下のスラット板３ａには、図２（Ｂ）に示すように、
連結部材８ａに形成された逆Ｌ字状の鉤部１３を挿入できる環状の係止部１２が設けられ
ている。一対のガイドレール４ａ，４ｂのうち、連結部材８ａが案内される側のガイドレ
ール４ｂは、図３に示すように、断面が略Ｅ字形状に形成されており、シャッタカーテン
３を上下に案内する第１のレール溝１０と、連結部材８ａを案内する第２のレール溝１１
と、を設けている。第２のレール溝１１は開口縁１１ａが内向きにやや突出して形成され
ており、連結部材８ａの両側面に形成された溝に嵌合して、連結部材８ａの先端８１が第
２のレール溝１１から脱落することを防止している。なお、図示しないが、反対側のガイ
ドレール４ａは、シャッタカーテン３を上下に案内する第１のレール溝１０を有する断面
略コ字状に形成される。
【００２１】
　補強基材６は、スライド式シャッタ２の横幅よりやや短い長さの筒状の部材であり、例
えば金属製、木製、樹脂製などのシャッタカーテン３を補強する強度を保つことができる
種々の材質を用いることができるが、炭素繊維やグラスファイバーを用いた繊維強化プラ
スチック等の軽量且つ高強度の樹脂製のものを用いると、シャッタカーテン３に対する補
強強度を保ちつつ、少ない力で昇降させることができるスライド式シャッタの補強構造１
とすることができる。なお、補強基材６のシャッタカーテン３と当接する側の面には図示
しないが、例えばエラストマーといった弾性体が貼着されており、シャッタカーテン３に
密着し易く構成されるとともに、補強基材６に衝突するような場合にも、シャッタカーテ
ン３及び補強基材６が破損することなく、また衝突による騒音についても効果的に抑制す
ることができる。補強基材６の一端は連結部材８ａを案内しない側のガイドレール４ａの
上端に回転可能に取り付けられている。そして、補強基材６の他端は、開口しており内部
空間内に長さ調整部材７の一部を収納することができる。
【００２２】
　長さ調整部材７は、補強基材６と同様に金属製、木製、樹脂製などの種々の材質を用い
ることができるが、軽量且つ高強度の合成樹脂製である場合が特に好ましい。また、長さ
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調整部材７は、補強基材６の内部に挿入できる太さに形成されており、その先端側は、連
結部材８ａに回転可能に支持されている。
【００２３】
　連結部材８ａは、図３に示すように、一方側がガイドレール４ｂの第２のレール溝１１
に挿入されてスライド自在にされると共に、他方側が長さ調整部材７の先端を回転可能に
支持する部材であって、図２ｂに示すように、シャッタカーテン３側には、最も下側に位
置するスラット板３ａに設けられた係止部１２に上側から挿入される逆Ｌ字状の鉤部１３
が設けられている。また、連結部材８ａのシャッタカーテン３と反対側の面には作業者が
回転させることができる操作レバー１４が取り付けられており、この操作レバー１４の回
転動作によって、連結部材８ａの上面及び下面から碇形の固定具１５を突出させることが
できる。
【００２４】
　以上のように構成されるスライド式シャッタの補強構造１を用いたスライド式シャッタ
２の昇降作業について説明する。本実施形態のスライド式シャッタの補強構造１は、図４
（Ａ）に示すように、シャッタカーテン３を建物開口部の下端まで引き降ろすことで、シ
ャッタカーテン３の最下端のスラット板３ａに係止されている連結部材８ａをガイドレー
ル４ａ，４ｂの下端まで引き降ろす。そして、図４（ｂ）及び（ｃ）及び図５に示すよう
に操作レバー１４を操作して連結部材８ａの固定具１５をスライド式シャッタ２の設置面
Ｇに設けられた固定穴１６に挿入して固定する。
【００２５】
　スライド式シャッタ２の設置面Ｇに設けられた固定穴１６は、碇型の固定具１５の一部
を挿入し固定することができる形状であって、シャッタカーテン３と反対側となる面１６
ｂが、下方に行くにつれてシャッタカーテン３側に近接する方向に傾斜して形成されてい
る。このように形成されることで、図５（Ａ）及び（Ｂ）に示すように固定穴１６に固定
具１５を挿入すると、固定具１５が固定穴１６のシャッタカーテン３と反対側となる面１
６ｂに当接し、案内されて、連結部材８ａがシャッタカーテン３に押し付けられる。そし
て、シャッタカーテン３は、第１のレール溝１０の一方の側面に押し付けられることとな
るので、シャッタカーテン３がより厳密に固定されることとなる。したがって、本実施形
態のスライド式シャッタの補強構造１はシャッタカーテン３ががたつくことがなく、強風
などの場合でも騒音を発生することも無い。
【００２６】
　また、図５に示すように、最下端のスラット板３ａに設けられた環状の係止部１２に連
結部材８ａのシャッタカーテン３側の面に形成された逆Ｌ字状の鉤部１３を上側から挿入
して固定する。このようにすると、例えば外部からシャッタカーテン３を引き上げようと
しても連結部材８ａが引っ掛かることとなり、連結部材８ａはスライド式シャッタ２の設
置面Ｇに固定されているのでシャッタカーテン３を引き上げることができず、スライド式
シャッタ２は閉鎖した状態でロックされる。したがって、建物内部への不正な侵入を効果
的に抑制することができる。また、このとき、補強基材６及び長さ調整部材７は、一方側
のガイドレール４ａの上端から他方側のガイドレール４ｂの下端に架け渡されることとな
り、建物外側からの風からシャッタカーテン３を補強することができる。
【００２７】
　シャッタカーテン３を引き上げて建物開口部を開放するときには、まず、操作レバー１
４を操作してスライド式シャッタ２の設置面Ｇに設けられた固定穴１６から固定具１５を
外す。そして、最下端のシャッタカーテン３を上方に引き上げると、シャッタケース５内
に収納されている巻取りシャフト９が弾性体により回転されてシャッタカーテン３が巻取
りシャフト９に巻き取られる。このとき、図６に示すように連結部材８ａは最下端のスラ
ット板３ａに引っ掛けられているので、シャッタカーテン３の上昇に連動して上向きにス
ライドする。図６に示すように、連結部材８ａには補強基材６に挿入された長さ調整部材
７の先端が回転可能に固定されているので、連結部材８ａの上昇に伴って長さ調整部材７
も補強基材６内に徐々に挿入されつつ一端側から上昇する。
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【００２８】
　図７（Ａ）に示すように、最下端のスラット板３ａをガイドレール４ａ，４ｂの最上部
まで引き上げると、連結部材８ａもガイドレール４ｂの最上部に配置されることとなり、
補強基材６及び長さ調整部材７は、両ガイドレール４ａ，４ｂの上端に架け渡された状態
に保持される。そして、図７（Ｂ）及び（Ｃ）に示すように、操作レバー１４を操作して
連結部材８ａの固定具１５をシャッタケース５に設けられた係止穴１７に挿入して固定す
る。なお、連結部材８ａはシャッタカーテン３側の面に形成された鉤部１３が最下端のス
ラット板３ａに形成された係止部１２に係止されているので、固定具１５をシャッタケー
ス５の係止穴１７に固定しなくても下側に下降することはないが、固定具１５を係止穴１
７に固定することでより確実に補強基材６及び長さ調整部材７を両ガイドレール４ａ，４
ｂの上端に保持することができる。このように、本実施形態のスライド式シャッタの補強
構造１は、最初と最後に操作レバー１４を操作する動作を行う以外は、従来からある一般
的なスライド式シャッタ１００の開放動作と同様の動作で、スライド式シャッタ２を開放
することができる。
【００２９】
　また、シャッタカーテン３を引き降ろして建物開口部を閉鎖するときには、まず、操作
レバー１４を操作して係止穴１７に固定されている固定具１５を外す。なお、この固定具
１５を外したとしても連結部材８ａはその鉤部１３がシャッタカーテン３の最も下側のス
ラット板３ａに設けられた係止部１２に係止されているので下側に降下することはなく、
補強基材６及び長さ調整部材７は建物開口部の上端で保持されるので、作業者の頭上にこ
れらの補強基材６及び長さ調整部材７が落ちるといった危険性は無い。そして、図示しな
い引き降ろし棒を用いてシャッタカーテン３を引き下ろす。このようにすると最下端のス
ラット板３ａの係止部１２に係止されている連結部材８ａは自重により第２のレール溝１
１をスライドして降下する。そして、最下端のスラット板３ａを建物開口部の最下端にま
で降下させて閉鎖させる。このとき連結部材８ａもシャッタカーテン３の降下に連動して
下側にスライドする。最下端のスラット板３ａ及び連結部材８ａを最下端まで降下させた
あと、操作レバー１４を操作して固定穴１６に固定具１５を差し込んで固定する。このよ
うに、操作レバー１４の操作を行う以外は、従来からある一般的なスライド式シャッタ１
００の閉鎖動作と同様の動作で、スライド式シャッタ２を閉鎖させることができる。
【００３０】
　なお、本実施形態のスライド式シャッタの補強構造１は、固定具１５を固定穴１６及係
止穴１７に固定する作業を省略しても良い。この場合、建物内部への不正な侵入に対する
抑制効果は薄れるものの建物内側に向かって吹付ける強風に対してシャッタカーテン３を
補強することができ、従来からある一般的なスライド式シャッタ１００の開閉動作と同様
の動作でスライド式シャッタ２を開放又は閉鎖することができる。したがって、夜間や長
期間不在にする場合などには、シャッタカーテン３を引き降ろすとともに、操作レバー１
４を操作して固定具１５を固定穴１６に固定しシャッタカーテン３を確実にロックするが
、短時間の不在などの場合はシャッタカーテン３を引き降ろすだけでとすることもでき、
このような場合でも強風に対する耐風効果を得ることができる。
【００３１】
　また、本実施形態のスライド式シャッタの補強構造１は、図８に示すように、固定具１
５を係止穴１７に固定した状態のままシャッタカーテン３を引き下ろすこともできる。こ
の場合は、シャッタカーテン３は下降してスライド式シャッタ２を閉鎖状態にすることは
できるが、連結部材８ａは係止穴１７に固定されたままとなるので、補強基材６及び長さ
調整部材７は両ガイドレール４ａ，４ｂの上端に保持されたままとなる。したがって、強
風の虞が無い場合、不正侵入の可能性が無い場合などにおいて本実施形態のスライド式シ
ャッタの補強構造１を用いてシャッタカーテン３を補強する必要が無い場合は、補強基材
６及び長さ調整部材７を両ガイドレール４ａ，４ｂの上端に保持したままにしておくこと
で、シャッタカーテンの開閉動作に係る負荷をより減らすこともできる。
【００３２】
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　次に、本発明の第２の実施形態について、図９を参照しつつ説明する。なお、第１の実
施形態と同様の構成については、同じ符号を付して説明を省略する。第２の実施形態に係
るスライド式シャッタの補強構造１は、幅の広いスライド式シャッタ２を補強する場合に
特に好適に用いることができる。
【００３３】
　本実施形態のスライド式シャッタの補強構造１は、図９に示すように、複数のスラット
板３ａを連結してなるシャッタカーテン３と、このシャッタカーテン３を上下に案内する
左右一対のガイドレール４ｃ，４ｄと、シャッタカーテン３を上方で巻取り収納するシャ
ッタケース５と、を具備するスライド式シャッタ２と、一方のガイドレール４ｃの上端部
に一端が回動可能に取り付けられるとともに他端が開口した中空長手形状の第１の補強基
材６ａと、この第１の補強基材６ａの内部に伸出及び縮退可能に挿入される第１の長さ調
整部材７ａと、他方のガイドレール４ｄの上端部に一端が回転可能に取り付けられるとと
もに他端側が開口した中空長手形状の第２の補強基材６ｂと、この第２の補強基材６ｂの
内部に伸出及び縮退可能に挿入される第２の長さ調整部材７ｂと、第１の長さ調整部材７
ａ及び第２の長さ調整部材７ｂにそれぞれ移動可能に連結される連結部材８ｂと、を備え
る。なお、一対のガイドレール４ｃ，４ｄは双方ともシャッタカーテン３をスライドさせ
る第１のレール溝１０が形成されるが、第１の実施形態のように連結部材８ｂをスライド
させる第２のレール溝１１は形成されていない。
【００３４】
　シャッタカーテン３を上方に引き上げて建物開口部を開放するときには、連結部材８ｂ
の操作レバー１４を操作して固定具１５をシャッタケース５の幅方向の中央部分に設けら
れた係止穴１７に挿入して連結部材８ｂを固定し、シャッタカーテン３を下方に引き下げ
て建物開口部を閉鎖するときには、連結部材８ｂの操作レバー１４を操作して固定具１５
をスライド式シャッタ２の設置面Ｇの一対のガイドレール４ｃ，４ｄの間の中央部分に設
けられた固定穴１６に挿入して連結部材８ｂを固定する。
【００３５】
　以上のように構成される第２の実施形態に係るスライド式シャッタの補強構造１は、ス
ライド式シャッタ２の閉鎖時には、第１の補強基材６ａ及び第２の補強基材６ｂが略Ｖ字
状に配置されることとなるので、第１の実施形態のように、斜めに一直線に配置される場
合よりも、補強強度を得やすい。とくに、閉鎖時には、固定具１５をスライド式シャッタ
２の設置面Ｇに設けられた固定穴１６に固定することで、一対のガイドレール４ｃ，４ｄ
のそれぞれの上端及び設置面Ｇの中央部分の３点で補強構造を固定することとなるので、
より効果的にシャッタカーテン３を補強することができる。
【００３６】
　なお、上述の実施の形態は一例であり、実施の形態は、上述の形態に限ることなく、本
発明の思想を逸脱しない範囲で適宜変更することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明のスライド式シャッタの補強構造１は、建物開口部の開閉に用いるスライド式シ
ャッタ２を補強する構造として好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】第１の実施形態のスライド式シャッタの補強構造を示す正面図。
【図２】第１の実施形態のスライド式シャッタの補強構造を示す断面図。
【図３】ガイドレール及び連結部材の構成を説明する断面図。
【図４】スライド式シャッタを閉鎖した状態及び固定具の動作を示す図。
【図５】スライド式シャッタを閉鎖した状態のシャッタカーテン及び連結部材を示す図。
【図６】スライド式シャッタを開放する途中の状態及び固定具の動作を示す図。
【図７】スライド式シャッタを開放した状態及び固定具の動作を示す図。
【図８】固定具を係止穴に固定させた状態のままシャッタカーテンを引き下ろす状態を示
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【図９】第２の実施形態のスライド式シャッタの補強構造を示す正面図。
【図１０】従来のスライド式シャッタの補強構造を示す斜視図。
【符号の説明】
【００３９】
　１　　　スライド式シャッタの補強構造
　２　　　スライド式シャッタ
　３　　　シャッタカーテン
　３ａ　　スラット板
　４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄ　ガイドレール
　５　　　シャッタケース
　６　　　補強基材
　６ａ　　第１の補強基材
　６ｂ　　第２の補強基材
　７　　　長さ調整部材
　７ａ　　第１の長さ調整部材
　７ｂ　　第２の長さ調整部材
　８ａ、８ｂ　連結部材
　１５　　固定具
　１６　　固定穴
　Ｇ　　　設置面

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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